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(57)【要約】
　かごを吊り下げる主ロープは、第１のローラを含む第１のロープ挟み体と、第２のロー
ラを含む第２のロープ挟み体との間に挟まれている。第１のローラ及び第２のローラのそ
れぞれは、主ロープの移動に伴って回転されるようになっている。また、第１のローラ及
び第２のローラの少なくともいずれか一方は、制動ローラとされている。制動装置は、制
動ローラと一体に回転される回転体と、回転体に接触する接触位置と回転体から開離され
る開離位置との間で変位可能な制動体と、制動体を変位させる制動体変位装置とを有して
いる。制動装置は、制動体を回転体に接触させることにより、回転体及び制動ローラの回
転を制動するようになっている。主ロープの移動は、制動ローラの回転を制動することに
より制動される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のローラを含む第１のロープ挟み体と、第２のローラを含む第２のロープ挟み体と
を有し、かごを吊り下げる主ロープを上記第１のロープ挟み体と上記第２のロープ挟み体
との間に挟み、上記第１のローラ及び上記第２のローラのそれぞれが上記主ロープの移動
に伴って回転されるようになっており、かつ、上記第１のローラ及び上記第２のローラの
少なくともいずれか一方が制動ローラとされているロープ挟み装置、及び
　上記制動ローラと一体に回転される回転体と、上記回転体に接触する接触位置と上記回
転体から開離される開離位置との間で変位可能な制動体と、上記接触位置と上記開離位置
との間で上記制動体を変位させる制動体変位装置とを有し、上記制動体を上記回転体に接
触させることにより、上記回転体及び上記制動ローラの回転を制動する制動装置
　を備え、
　上記制動ローラの回転を制動することにより、上記主ロープの移動を制動するようにな
っていることを特徴とするエレベータのロープブレーキ装置。
【請求項２】
　上記制動体変位装置は、エレベータの運転を制御する制御装置からの情報に基づいて、
上記接触位置と上記開離位置との間で上記制動体を変位させるようになっていることを特
徴とする請求項１に記載のエレベータのロープブレーキ装置。
【請求項３】
　第１のローラを含む第１のロープ挟み体と、第２のローラを含み、かごを吊り下げる主
ロープに接触して上記第１のロープ挟み体に上記主ロープを押圧する作動位置と上記主ロ
ープから開離される解放位置との間で変位可能な第２のロープ挟み体と、上記作動位置と
上記解放位置との間で上記第２のロープ挟み体を変位させるロープ挟み体変位装置とを有
し、上記第２のロープ挟み体が上記作動位置にあるときに、上記第１のローラ及び上記第
２のローラのそれぞれが上記主ロープの移動に伴って回転されるようになっており、かつ
上記第１のローラ及び上記第２のローラの少なくともいずれか一方が制動ローラとされて
いるロープ挟み装置、及び
　上記制動ローラと一体に回転される回転体と、上記回転体に接触する制動体とを有し、
上記制動体の上記回転体への接触により、上記制動ローラの回転を制動する制動装置
　を備え、
　上記制動ローラの回転を制動し、かつ上記第２のロープ挟み体を上記作動位置へ変位さ
せることにより、上記主ロープの移動を制動するようになっていることを特徴とするエレ
ベータのロープブレーキ装置。
【請求項４】
　上記ロープ挟み体変位装置は、エレベータの運転を制御する制御装置からの情報に基づ
いて、上記作動位置と上記解放位置との間で上記第２のロープ挟み体を変位させるように
なっていることを特徴とする請求項３に記載のエレベータのロープブレーキ装置。
【請求項５】
　上記第１のローラ及び上記第２のローラは、上記主ロープに接触しながら回転されるよ
うになっていることを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れかに記載のエレベータのロ
ープブレーキ装置。
【請求項６】
　上記制動ローラと上記主ロープとの間の摩擦力は、上記制動装置によって上記回転体に
与えられる制動力よりも大きくなっていることを特徴とする請求項５に記載のエレベータ
のロープブレーキ装置。
【請求項７】
　上記第１のロープ挟み体は複数の上記第１のローラを有し、上記第２のロープ挟み体は
複数の第２のローラを有していることを特徴とする請求項１乃至請求項６の何れかに記載
のエレベータのロープブレーキ装置。
【請求項８】
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　上記第１のロープ挟み体は、複数の上記第１のローラと、各上記第１のローラをまとめ
て囲むように各上記第１のローラに巻き掛けられた第１の無端状ベルトとを有し、
　上記第２のロープ挟み体は、複数の上記第２のローラと、各上記第２のローラをまとめ
て囲むように各上記第２のローラに巻き掛けられた第２の無端状ベルトとを有しており、
　上記主ロープは、上記第１の無端状ベルトと上記第２の無端状ベルトとの間に挟まれて
いることを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れかに記載のエレベータのロープブレー
キ装置。
【請求項９】
　上記制動ローラに巻き掛けられた無端状ベルトと上記主ロープとの間の摩擦力は、上記
制動装置によって上記回転体に与えられる制動力よりも大きくなっていることを特徴とす
る請求項８に記載のエレベータのロープブレーキ装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、かごを吊り下げる主ロープの移動を制動するためのエレベータのロープブ
レーキ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、２枚のブレーキシューの間で主ロープを把持して主ロープの移動を制動するエレ
ベータのロープブレーキ装置が提案されている。各ブレーキシューには、主ロープを把持
しているときに主ロープに接触するライニングが貼られている。主ロープの移動は、ライ
ニングと主ロープとの間の摩擦力により制動される（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特表平７－５０９２１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように従来では、主ロープの移動を制動するときに、主ロープがライニングを摺動
されるようになっているので、主ロープやライニングの摩耗が激しくなる。これにより、
主ロープに与えられる制動力の大きさが変動しやすくなる。また、主ロープやブレーキシ
ュー等の部品の交換作業が頻繁になり、ランニングコストも高くなってしまう。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、主ロープに与え
る制動力の大きさを安定させることができるとともに、ランニングコストの低減化を図る
ことができるエレベータのロープブレーキ装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明によるエレベータのロープブレーキ装置は、第１のローラを含む第１のロープ
挟み体と、第２のローラを含む第２のロープ挟み体とを有し、かごを吊り下げる主ロープ
を第１のロープ挟み体と第２のロープ挟み体との間に挟み、第１のローラ及び第２のロー
ラのそれぞれが主ロープの移動に伴って回転されるようになっており、かつ、第１のロー
ラ及び第２のローラの少なくともいずれか一方が制動ローラとされているロープ挟み装置
、及び制動ローラと一体に回転される回転体と、回転体に接触する接触位置と回転体から
開離される開離位置との間で変位可能な制動体と、接触位置と開離位置との間で制動体を
変位させる制動体変位装置とを有し、制動体を回転体に接触させることにより、回転体及
び制動ローラの回転を制動する制動装置を備え、制動ローラの回転を制動することにより
、主ロープの移動を制動するようになっている。
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【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】この発明の実施の形態１によるエレベータ装置を示す構成図である。
【図２】図１のロープブレーキ装置を示す縦断面図である。
【図３】図２のロープブレーキ装置を示す平面図である。
【図４】図３のロープブレーキ装置を示す正面図である。
【図５】この発明の実施の形態２によるエレベータのロープブレーキ装置を示す正面図で
ある。
【図６】この発明の実施の形態３によるエレベータのロープブレーキ装置を示す正面図で
ある。
【図７】この発明の実施の形態４によるエレベータのロープブレーキ装置を示す平断面図
である。
【図８】この発明の実施の形態５によるエレベータのロープブレーキ装置を示す平断面図
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、この発明の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。
　実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１によるエレベータ装置を示す構成図である。図におい
て、昇降路１の上部には、機械室２が設けられている。機械室２内には、駆動装置である
巻上機３と、巻上機３と間隔を置いて配置されたそらせ車４とが設けられている。巻上機
３は、モータを含む巻上機本体５と、巻上機本体５により回転される駆動シーブ６とを有
している。
【０００９】
　機械室２の床部７には、機械室２内と昇降路１内とを連通する貫通穴８が設けられてい
る。駆動シーブ６及びそらせ車４には、貫通穴８を通された複数本の主ロープ９が巻き掛
けられている。昇降路１内には、各主ロープ９の一端部に接続されたかご１０と、各主ロ
ープ９の他端部に接続された釣合おもり１１とがそれぞれ昇降可能に設けられている。か
ご１０及び釣合おもり１１は、各主ロープ９により昇降路１内に吊り下げられている。か
ご１０及び釣合おもり１１は、駆動シーブ６の回転により昇降路１内を昇降される。
【００１０】
　また、機械室２内には、各主ロープ９の移動を制動するためのエレベータのロープブレ
ーキ装置（以下、単に「ロープブレーキ装置」という）１２が設けられている。ロープブ
レーキ装置１２は、床部７上に固定された支持体１３により支持されている。
【００１１】
　巻上機３及びロープブレーキ装置１２には、エレベータの運転を制御する制御装置１４
が電気的に接続されている。巻上機３及びロープブレーキ装置１２のそれぞれの動作は、
制御装置１４からの指令（情報）に基づいて制御される。なお、制御装置１４は、機械室
２内に設けられている。
【００１２】
　図２は、図１のロープブレーキ装置１２を示す縦断面図である。また、図３は、図２の
ロープブレーキ装置１２を示す平面図である。さらに、図４は、図３のロープブレーキ装
置１２を示す正面図である。図において、支持体１３は、床部７上に固定された固定部１
５（図３）と、固定部１５に設けられ、ロープブレーキ装置１２の奥行き方向（厚さ方向
）について互いに対向する一対の対向部１６，１７とを有している。
【００１３】
　対向部１６，１７間には、ロープブレーキ装置１２の幅方向へ互いに並べて配置された
第１のロープ挟み体１８及び第２のロープ挟み体１９が設けられている。各主ロープ９は
、第１のロープ挟み体１８と第２のロープ挟み体１９との間に通されている。各主ロープ
９は、ロープブレーキ装置１２の奥行き方向へ互いに間隔を置いて一列に並んでいる。
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【００１４】
　第１のロープ挟み体１８は、ロープブレーキ装置１２の奥行き方向へ延びる第１の回転
軸２１と、第１の回転軸２１に固定された第１のローラ２２とを有している。第１の回転
軸２１は、対向部１６，１７に軸受け２５を介して回転自在に設けられている。第１の回
転軸２１及び第１のローラ２２は、第１の回転軸２１の軸線を中心として一体に回転され
るようになっている。
【００１５】
　第２のロープ挟み体１９は、ロープブレーキ装置１２の奥行き方向へ延びる第２の回転
軸２３と、第２の回転軸２３に固定された第２のローラ２４とを有している。第２の回転
軸２３は、対向部１６，１７に軸受け２５を介して回転自在に設けられている。第２の回
転軸２３及び第２のローラ２４は、第２の回転軸２３の軸線を中心として一体に回転され
るようになっている。
【００１６】
　第１のローラ２２及び第２のローラ２４は、一方の対向部１６と他方の対向部１７との
間に配置されている。第１のローラ２２の外径は、第２のローラ２４の外径よりも大きく
されている。
【００１７】
　第１のローラ２２の外周部には、第１のローラ２２の回転方向へ延びる複数本の第１の
ロープ溝２６が設けられている。また、第２のローラ２４の外周部には、第２のローラ２
４の回転方向へ延びる複数本の第２のロープ溝２７が設けられている。
【００１８】
　各主ロープ９は、第１のロープ溝２６及び第２のロープ溝２７のそれぞれに挿入された
状態で、第１のローラ２２と第２のローラ２４との間に挟まれている。第１のローラ２２
及び第２のローラ２４は、互いに近づく方向へ押圧されている。これにより、第１のロー
ラ２２及び第２のローラ２４のそれぞれと各主ロープ９との間には、摩擦力が発生してい
る。第１のローラ２２及び第２のローラ２４は、各主ロープ９の移動に伴って、各主ロー
プ９に接触しながら回転されるようになっている。なお、第１のローラ２２及び第２のロ
ーラ２４のそれぞれの外周部の材料は、各主ロープ９への損傷を防止するための摩擦材と
されている。摩擦材としては、例えばナイロン（登録商標）やウレタン樹脂等が用いられ
る。
【００１９】
　第２の回転軸２３及び第２のローラ２４の回転は、支持体１３に支持された制動装置２
８によって制動されるようになっている。即ち、第２のローラ２４は、その回転が制動装
置２８によって制動される制動ローラとされている。
【００２０】
　制動装置２８は、第２の回転軸２３と一体に回転される円板状のディスク（回転体）２
９と、ディスク２９に接触する接触位置とディスク２９から開離される開離位置との間を
変位可能な制動体３０と、接触位置と開離位置との間で制動体３０を変位させる制動体変
位装置３１とを有している。なお、図２及び図３には、制動体３０が接触位置にあるとき
のロープブレーキ装置１２を示している。
【００２１】
　第２の回転軸２３の一部は、突出軸部２３ａとして一方の対向部１６から支持体１３の
外側へ突出している（図２）。ディスク２９は、スプロケット３２を介して突出軸部２３
ａに設けられている。
【００２２】
　突出軸部２３ａには、第２の回転軸２３の軸線方向へ延びる複数の嵌合溝３３が設けら
れている。スプロケット３２は、各嵌合溝３３にスライド可能に嵌め合わされている。デ
ィスク２９は、スプロケット３２の外周部に設けられた歯部にスライド可能に嵌め合わさ
れている。これにより、スプロケット３２及びディスク２９は、第２の回転軸２３に対し
て、第２の回転軸２３の回転方向については固定され、第２の回転軸２３の軸線方向につ



(6) JP WO2006/134661 A1 2006.12.21

10

20

30

40

50

いては変位可能とされている。
【００２３】
　一方の対向部１６のディスク２９側の面には、円板状の取付板３４が固定されている。
取付板３４のディスク２９に対向する面には、ライニング３５が貼られている。取付板３
４の外周部には、ディスク２９の径方向外側に配置された複数の支持ボルト３６が螺合さ
れている。各支持ボルト３６は、第２の回転軸２３の軸線方向に沿って延びている。制動
体３０及び制動体変位装置３１は、各支持ボルト３６に設けられている。即ち、制動体３
０及び制動体変位装置３１は、各支持ボルト３６を介して取付板３４に支持されている。
【００２４】
　制動体変位装置３１は、第２の回転軸２３の軸線方向について、ディスク２９よりも取
付板３４から離れた側に配置されている。制動体３０は、制動体変位装置３１とディスク
２９との間に配置されている。ディスク２９は、取付板３４と制動体３０との間に配置さ
れている。なお、制動体３０、制動体変位装置３１及び取付板３４のそれぞれには、突出
軸部２３ａが貫通している。
【００２５】
　制動体３０の開離位置は、第２の回転軸２３の軸線方向について、接触位置よりも取付
板３４から離れた側に位置している。即ち、制動体３０の開離位置は、接触位置よりも制
動体変位装置３１に近い位置とされている。制動体３０は、開離位置から接触位置に達す
るまでの間に、ディスク２９に当たり、ディスク２９とともに取付板３４に近づく方向へ
変位されるようになっている。ディスク２９は、制動体３０が接触位置に達すると、制動
体３０に接触されたまま取付板３４に押圧されるようになっている（制動動作）。また、
ディスク２９は、制動体３０が接触位置から開離位置へ変位されることにより、制動体３
０及び取付板３４のそれぞれから開離されるようになっている（解放動作）。
【００２６】
　制動体３０は、第２の回転軸２３の軸線方向へ各支持ボルト３６に沿って案内されるア
ーマチュア３７と、アーマチュア３７のディスク２９に対向する面に貼られたライニング
３８とを有している。
【００２７】
　制動体３０が接触位置にあるときには、ライニング３５，３８がディスク２９に接触し
ている。このとき、ライニング３５，３８とディスク２９との間には摩擦力が発生してい
る。これにより、ディスク２９には、第２の回転軸２３及び第２のローラ２４の回転を制
動する制動力が与えられる。ディスク２９に与えられる制動力の大きさは、第２のローラ
２４と各主ロープ９との間に発生する摩擦力の大きさよりも小さくなるように設定されて
いる。
【００２８】
　第２の回転軸２３及び第２のローラ２４の回転は、制動装置２８の制動動作により制動
されるようになっている。各主ロープ９の移動は、第２のローラ２４の回転が制動される
ことにより制動されるようになっている。また、第２の回転軸２３、第２のローラ２４及
び各主ロープ９に与えられる制動力は、制動装置２８の解放動作により解除される。
【００２９】
　制動体変位装置３１は、制動体３０が接触位置に変位する方向へ制動体３０を付勢する
複数のばね（付勢部材）３９と、各ばね３９の付勢力に逆らって制動体３０を開離位置に
変位させるための電磁マグネット４０とを有している。電磁マグネット４０は、電磁コイ
ル４１を有している。また、電磁マグネット４０は、電磁コイル４１への通電により、制
動体３０を開離位置へ変位させる電磁吸引力を発生するようになっている。
【００３０】
　制動体３０は、電磁コイル４１への通電が停止されているときには、各ばね３９の付勢
力により接触位置へ変位されている。また、制動体３０は、電磁コイル４１への通電が行
われたときには、電磁マグネット４０が発生する電磁吸引力により、各ばね３９の付勢力
に逆らって開離位置へ変位される。
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【００３１】
　なお、各主ロープ９を挟むロープ挟み装置４２は、第１のロープ挟み体１８及び第２の
ロープ挟み体１９を有している。また、ロープブレーキ装置１２は、ロープ挟み装置４２
及び制動装置２８を有している。
【００３２】
　次に、動作について説明する。かご１０が停止しているときには、制御装置１４の制御
により、電磁コイル４１への通電が停止されている。このときの制動体３０は、接触位置
に変位されている。これにより、ディスク２９及び第２のローラ２４には、制動力が与え
られている。
【００３３】
　かご１０の移動が開始されるときには、制御装置１４の制御により、電磁コイル４１へ
の通電が行われる。これにより、制動体３０は、接触位置から開離位置へ変位される。こ
れにより、ディスク２９及び第２のローラ２４に与えられる制動力は解除される。
【００３４】
　かご１０が昇降路１内を移動されると、第１のローラ２２及び第２のローラ２４は、か
ご１０の移動に伴って各主ロープ９に接触しながら回転される。また、ディスク２９は、
第２のローラ２４と一体に回転される。
【００３５】
　この後、かご１０が目的階に到達すると、電磁コイル４１への通電は、制御装置１４の
制御により停止される。これにより、制動体３０は、開離位置から接触位置に変位される
。これにより、ディスク２９及び第２のローラ２４に制動力が与えられ、各主ロープ９の
移動が制動される。
【００３６】
　このようなエレベータのロープブレーキ装置１２では、第１のローラ２２及び第２のロ
ーラ２４が各主ロープ９の移動に伴って回転され、ディスク２９が第２のローラ２４と一
体に回転されるようになっており、ディスク２９の回転が制動体３０のディスク２９への
接触により制動されるようになっているので、第１のローラ２２及び第２のローラ２４を
回転させながら各主ロープ９に制動力を与えることができ、各主ロープ９が第１のローラ
２２及び第２のローラ２４に対して摺動することを防止することができる。これにより、
各主ロープ９、第１のローラ２２及び第２のローラ２４のそれぞれの摩耗量を抑制するこ
とができ、ロープブレーキ装置１２の各主ロープ９に与える制動力の大きさを安定させる
ことができる。また、主ロープ９、第１のローラ２２及び第２のローラ２４の部品交換を
行う作業の頻度も少なくすることができるので、ランニングコストの低減化も図ることが
できる。また、加工精度の高いディスク２９に制動体３０を接触させてディスク２９の回
転を制動するようになっているので、さらに安定的な制動力を第２のローラ２４に与える
ことができ、各主ロープ９の移動をさらに安定して制動することができる。
【００３７】
　また、制動体変位装置３１は、制御装置１４からの情報に基づいて、接触位置と開離位
置との間で制動体３０を変位させるようになっているので、エレベータの運転に合わせて
ロープブレーキ装置１２の動作を制御することができる。これにより、例えば、ロープブ
レーキ装置１２の制動動作によって巻上機３に負荷を与えることを防止することができる
。
【００３８】
　また、第２のローラ２４と各主ロープ９との間の摩擦力の大きさは、制動装置２８の第
２のローラ２４に対する制動力の大きさよりも大きくなるように設定されているので、制
動装置２８によって第２のローラ２４の回転が制動されているときに、第２のローラ２４
の各主ロープ９に対する滑りの発生を防止することができる。これにより、各主ロープ９
及び第２のローラ２４のそれぞれの摩耗量の抑制をさらに図ることができる。
【００３９】
　なお、上記の例では、第２のローラ２４のみに制動力が与えられるようになっている、
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即ち第２のローラ２４のみが制動ローラとされているが、第１のローラ２２のみを制動ロ
ーラとしてもよいし、第１のローラ２２及び第２のローラ２４のそれぞれを制動ローラと
してもよい。
【００４０】
　また、上記の例では、制動体３０が接離する回転体が円板状のディスク２９とされてい
るが、回転体を環状のドラムとしてもよい。この場合、ドラムに接離する制動体、及び制
動体を変位させる制動体変位装置は、ドラムの内側に配置される。
【００４１】
　また、上記の例では、１つの第１のローラ２２と１つの第２のローラ２４との間に各主
ロープ９が挟まれているが、各主ロープ９の長さ方向へ複数の第１のローラ２２と複数の
第２のローラ２４とを並べて、各第１のローラ２２と各第２のローラ２４との間に各主ロ
ープ９を挟むようにしてもよい。この場合、第１のローラ２２及び第２のローラ２４の少
なくともいずれか一方が、制動装置２８によって制動される制動ローラとされる。このよ
うにすれば、各第１のローラ２２及び第２のローラ２４の各主ロープ９に対する接触面積
を大きくすることができ、各主ロープ９の損傷を小さくすることができる。
【００４２】
　実施の形態２．
【００４３】
　上記の例では、第１のローラ２２及び第２のローラ２４が各主ロープ９に接触している
が、複数の第１のローラ２２をまとめて囲むように各第１のローラ２２に第１の無端状ベ
ルトを巻き掛け、複数の第２のローラ２４をまとめて囲むように各第２のローラ２４に第
２の無端状ベルトを巻き掛けて、第１の無端状ベルト及び第２の無端状ベルトを各主ロー
プ９に接触させるようにしてもよい。
【００４４】
　即ち、図５は、この発明の実施の形態２によるエレベータのロープブレーキ装置を示す
正面図である。図において、支持体１３には、第１のロープ挟み体５１及び第２のロープ
挟み体５２が設けられている。各主ロープ９は、第１のロープ挟み体５１と第２のロープ
挟み体５２との間に通されている。
【００４５】
　第１のロープ挟み体５１は、各主ロープ９の長さ方向へ互いに間隔を置いて配置された
複数（この例では、２つ）の第１の回転軸５３，５４と、各第１の回転軸５３，５４に固
定された複数（この例では、２つ）の第１のローラ５５，５６と、各第１のローラ５５，
５６をまとめて囲むように各第１のローラ５５，５６に巻き掛けられた第１の無端状ベル
ト５７とを有している。第１の無端状ベルト５７には、各第１のローラ５５，５６により
張力が与えられている。
【００４６】
　第２のロープ挟み体５２は、各主ロープ９の長さ方向へ互いに間隔を置いて配置された
複数（この例では、２つ）の第２の回転軸５８，５９と、各第２の回転軸５８，５９に固
定された複数（この例では、２つ）の第２のローラ６０，６１と、各第２のローラ６０，
６１をまとめて囲むように各第２のローラ６０，６１に巻き掛けられた第２の無端状ベル
ト６２とを有している。第２の無端状ベルト６２には、各第２のローラ６０，６１により
張力が与えられている。
【００４７】
　第１の無端状ベルト５７及び第２の無端状ベルト６２は、各主ロープ９の移動に伴って
各主ロープ９に接触しながらそれぞれ周回移動されるようになっている。第１の無端状ベ
ルト５７の外周部には、第１の無端状ベルト５７が周回移動される方向へ延びる複数の第
１のベルト溝６３が設けられている。第２の無端状ベルト６２の外周部には、第２の無端
状ベルト６２が周回移動される方向へ延びる複数の第２のベルト溝６４が設けられている
。各主ロープ９は、各第１のベルト溝６３及び各第２のベルト溝６４のそれぞれに挿入さ
れた状態で、第１の無端状ベルト５７と第２の無端状ベルト６２との間に挟まれている。
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【００４８】
　第１の回転軸５３，５４には、第１のローラ５５，５６間の間隔を所定の間隔に維持す
るための連結板６５が設けられている。連結板６５には、第１のローラ５５と第１のロー
ラ５６との間に配置された第１の中間ローラ６６が回転自在に設けられている。第１の中
間ローラ６６は、第１の無端状ベルト５７の内周面に接触している。第１の中間ローラ６
６は、第１の無端状ベルト５７の周回移動に伴って第１の無端状ベルト５７の内周面に接
触しながら回転されるようになっている。
【００４９】
　第２の回転軸５８，５９には、第２のローラ６０，６１間の間隔を所定の間隔に維持す
るための連結板６７が設けられている。連結板６７には、第２のローラ６０と第２のロー
ラ６１との間に配置された第２の中間ローラ６８が回転自在に設けられている。第２の中
間ローラ６８は、第２の無端状ベルト６２の内周面に接触している。第２の中間ローラ６
８は、第２の無端状ベルト６２の周回移動に伴って第２の無端状ベルト６２の内周面に接
触しながら回転されるようになっている。
【００５０】
　第１のローラ５５、第１のローラ５６及び第１の中間ローラ６６のそれぞれは、各主ロ
ープ９の長さ方向について、第２のローラ６０、第２のローラ６１及び第２の中間ローラ
６８のそれぞれと同位置に配置されている。第１のローラ５５、第１のローラ５６及び第
１の中間ローラ６６と、第２のローラ６０、第２のローラ６１及び第２の中間ローラ６８
とは、それぞれ互いに近づく方向へ押圧されている。これにより、第１の無端状ベルト５
７及び第２の無端状ベルト６２と各主ロープ９との間には、摩擦力が発生している。
【００５１】
　また、第１のローラ５５，５６及び第２のローラ６０，６１のうち少なくともいずれか
は、制動装置２８により制動される制動ローラとされている。この例では、各主ロープ９
の長さ方向について互いに異なる位置に配置された第１のローラ５６及び第２のローラ６
０が制動ローラとされている。支持体１３には、第１のローラ５６及び第２のローラ６０
のそれぞれの回転を個別に制動する２つの制動装置２８が支持されている。各制動装置２
８の構成は、実施の形態１と同様である。
【００５２】
　第１のローラ５６と第１の無端状ベルト５７との間の摩擦力、及び各主ロープ９と第１
の無端状ベルト５７との間の摩擦力は、第１の回転軸５４及び第１のローラ５６に与えら
れる制動装置２８の制動力よりも大きく設定されている。また、第２のローラ６０と第２
の無端状ベルト６２との間の摩擦力、及び各主ロープ９と第２の無端状ベルト６２との間
の摩擦力は、第２の回転軸５８及び第２のローラ６０に与えられる制動装置２８の制動力
よりも大きく設定されている。他の構成は実施の形態１と同様になっている。
【００５３】
　このようなエレベータのロープブレーキ装置では、第１のローラ５５，５６に巻き掛け
られた第１の無端状ベルト５７と、第２のローラ６０，６１に巻き掛けられた第２の無端
状ベルト６２との間に各主ロープ９が挟まれるようになっているので、第１のローラ５５
，５６と第２のローラ６０，６１とを各主ロープ９に直接接触させるよりも、第１のロー
プ挟み体５１及び第２のロープ挟み体５２の各主ロープ９に対する接触面積を大きくする
ことができ、各主ロープ９の損傷をさらに少なくすることができる。
【００５４】
　また、第１の無端状ベルト５７及び第２の無端状ベルト６２と各主ロープ９との間の摩
擦力は、第１のローラ５６及び第２のローラ６０に対する制動装置２８の制動力よりも大
きく設定されているので、制動装置２８によって第１のローラ５６及び第２のローラ６０
の回転が制動されているときに、第１の無端状ベルト５７及び第２の無端状ベルト６２の
各主ロープ９に対する滑りの発生を防止することができる。
【００５５】
　なお、上記の例では、第１のローラ５６及び第２のローラ６０が制動ローラとされてい
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るが、第１のローラ５５，５６及び第２のローラ６０，６１のうちの少なくともいずれか
１つが制動ローラとされていればよい。
【００５６】
　実施の形態３．
　図６は、この発明の実施の形態３によるエレベータのロープブレーキ装置を示す正面図
である。図において、支持体１３には、各主ロープ９を挟むためのロープ挟み装置７１が
設けられている。ロープ挟み装置７１は、第１のロープ挟み体７２と、各主ロープ９に接
触して第１のロープ挟み体７２に各主ロープ９を押圧する作動位置と各主ロープ９から開
離される解放位置との間で変位可能な第２のロープ挟み体７３と、作動位置と解放位置と
の間で第２のロープ挟み体７３を変位させるロープ挟み体変位装置７４とを有している。
なお、図６には、第２のロープ挟み体７３が作動位置にあるときのロープブレーキ装置を
示している。
【００５７】
　ロープ挟み体変位装置７４は、支持体１３に対して回動可能なアーム７５と、支持体１
３に支持され、アーム７５を回動させるアーム回動装置７６とを有している。固定部１５
には、ロープブレーキ装置の奥行き方向へ延びる取付ピン７７が設けられている。取付ピ
ン７７には、アーム７５の基端部が取り付けられている。アーム７５は、取付ピン７７の
軸線を中心に回動可能になっている。アーム回動装置７６には、アーム７５の先端部が連
結されている。ロープ挟み体変位装置７４は、制御装置１４からの指令（情報）に基づい
て動作されるようになっている。
【００５８】
　第１のロープ挟み体７２は、各主ロープ９の長さ方向へ互いに間隔を置いて配置された
複数（この例では、２つ）の第１の回転軸２１と、各第１の回転軸２１に固定された複数
（この例では、２つ）の第１のローラ２２とを有している。各第１の回転軸２１は、軸受
けを介して支持体１３に回転自在に設けられている。第１の回転軸２１及び第１のローラ
２２は、第１の回転軸２１の軸線を中心として一体に回転されるようになっている。
【００５９】
　第２のロープ挟み体７３は、アーム７５に設けられている。また、第２のロープ挟み体
７３は、アーム７５の回動により、作動位置と解放位置との間で変位されるようになって
いる。さらに、第２のロープ挟み体７３は、アーム７５の長さ方向へ互いに間隔を置いて
配置された複数（この例では、２つ）の第２の回転軸２３と、各第２の回転軸２３に固定
された複数（この例では、２つ）の第２のローラ２４とを有している。各第２の回転軸２
３は、軸受けを介してアーム７５に回転自在に設けられている。第２の回転軸２３及び第
２のローラ２４は、第２の回転軸２３の軸線を中心として一体に回転されるようになって
いる。なお、第２の回転軸２３の一部は、対向部１６から支持体１３の外側へ突出する突
出軸部とされている。
【００６０】
　各第２の回転軸２３の突出軸部には、制動装置２８がそれぞれ設けられている。各制動
装置２８は、第２の回転軸２３に支持されている。各制動装置２８は、アーム７５の回動
に伴って各第２の回転軸２３とともに変位されるようになっている。各制動装置２８の構
成は、実施の形態１と同様である。
【００６１】
　各制動装置２８は、第２のロープ挟み体７３が作動位置に変位されたときに制動体（図
２参照）が接触位置に変位され、第２のロープ挟み体７３が解放位置に変位されたときに
制動体が開離位置に変位されるように、制御装置１４により制御されるようになっている
。各第２のローラ２４の回転は、制動体の接触位置への変位により制動される。即ち、各
第２のローラ２４は、制動装置２８によって制動される制動ローラとされている。
【００６２】
　第１のローラ２２の外周部には、第１のローラ２２の回転方向へ延びる複数本の第１の
ロープ溝２６が設けられている。また、第２のローラ２４の外周部には、第２のローラ２
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４の回転方向へ延びる複数本の第２のロープ溝２７が設けられている。
【００６３】
　各主ロープ９は、第２のロープ挟み体７３が作動位置にあるときに、第１のロープ溝２
６及び第２のロープ溝２７のそれぞれに挿入された状態で、第１のローラ２２と第２のロ
ーラ２４との間に挟まれるようになっている。第２のロープ挟み体７３が作動位置にある
ときには、第１のローラ２２及び第２のローラ２４と各主ロープ９との間に摩擦力が発生
している。また、第２のロープ挟み体７３が作動位置にあるときには、第１のローラ２２
及び第２のローラ２４は、各主ロープ９の移動に伴って各主ロープ９に接触しながら回転
されるようになっている。なお、第１のローラ２２及び第２のローラ２４のそれぞれの構
成は、実施の形態１と同様とされている。
【００６４】
　各主ロープ９は、第２のロープ挟み体７３が解放位置へ変位されると、各第２のローラ
２４からだけでなく、第１のローラ２２からも開離されるようになっている。これにより
、第２のロープ挟み体７３が解放位置にあるときには、第１のローラ２２及び第２のロー
ラ２４のそれぞれの回転は、各主ロープ９が移動されても、停止されたままになる。即ち
、第２のロープ挟み体７３が解放位置にあるときには、各主ロープ９から第１のローラ２
２及び第２のローラ２４への力の伝達が遮断されるようになっている。なお、各主ロープ
９は、第２のロープ挟み体７３の位置にかかわらず、第１のローラ２２に常時接触するよ
うになっていてもよい。
【００６５】
　アーム回動装置７６は、支持体１３に支持されている。アーム回動装置７６には、アー
ム７５の先端部が連結ボルト（連結部材）７８を介して連結されている。アーム回動装置
７６は、第２のロープ挟み体７３が作動位置と解放位置との間で変位されるように、アー
ム７５を回動させるようになっている。
【００６６】
　アーム回動装置７６は、アーム７５とともに変位される可動体７９と、支持体１３に支
持され、可動体７９の変位量を規制するための枠体８０と、第２のロープ挟み体７３が作
動位置に変位される方向へアーム７５及び可動体７９を付勢する複数のばね（付勢体）８
１と、各ばね８１の付勢力に逆らって、第２のロープ挟み体７３が解放位置に変位される
方向へアーム７５及び可動体７９を変位させる電磁マグネット８２とを有している。
【００６７】
　可動体７９は、連結ボルト７８を介してアーム７５の先端部に取り付けられた可動体本
体８３と、可動体本体８３に固定され、枠体８０内で変位可能に設けられた板状のアーマ
チュア８４とを有している。
【００６８】
　枠体８０は、可動体７９が変位される方向について互いに間隔を置いて配置された第１
の規制部８５及び第２の規制部８６を有している。第１の規制部８５は、第２の規制部８
６よりもアーム７５側に配置されている。第２の規制部８６には、枠体８０内に配置され
た電磁マグネット８２が固定されている。アーマチュア８４は、第１の規制部８５と電磁
マグネット８２との間の隙間に配置されている。第２のロープ挟み体７３は、アーマチュ
ア８４が第１の規制部８５に当接されたときに作動位置に変位され、アーマチュア８４が
電磁マグネット８２に当接されたときに解放位置に変位されるようになっている。
【００６９】
　各ばね８１は、第１の規制部８５とアーム７５との間に縮められた状態で設けられてい
る。即ち、アーム７５は、第１の規制部８５から離れる方向へ各ばね８１により付勢され
ている。また、電磁マグネット８２は、電磁コイル８７を有している。電磁マグネット８
２は、電磁コイル８７への通電により、アーマチュア８４を吸引する電磁吸引力を発生す
るようになっている。
【００７０】
　第２のロープ挟み体７３は、電磁コイル８７への通電が停止されているときには、各ば
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ね８１の付勢により作動位置に変位されている。電磁コイル８７への通電が行われると、
各ばね８１の付勢力に逆らって、アーマチュア８４が電磁マグネット８２により吸引され
、第２のロープ挟み体７３が作動位置から解放位置へ変位される。他の構成は実施の形態
１と同様である。
【００７１】
　次に、動作について説明する。かご１０が停止しているときには、制御装置１４の制御
により、各制動装置２８の電磁コイルへの通電、及びアーム回動装置７６の電磁コイル８
７への通電がそれぞれ停止されている。このとき、各制動装置２８の制動体は接触位置に
変位され、第２のロープ挟み体７３は作動位置に変位されている。即ち、各第１のローラ
２２及び各第２のローラ２４が各主ロープ９に接触している状態で、第２のローラ２４の
回転が各制動装置２８により制動されている。
【００７２】
　かご１０の移動が開始されるときには、制御装置１４の制御により、各制動装置２８の
電磁コイル及びアーム回動装置７６の電磁コイル８７のそれぞれへの通電が行われる。こ
れにより、各制動装置２８の制動体が開離位置に変位され、第２のロープ挟み体７３が解
放位置に変位される。これにより、各主ロープ９に与えられる制動力が解除される。
【００７３】
　この後、かご１０は、昇降路１０内を移動される。かご１０が移動されているときには
、第１のローラ２２及び第２のローラ２４は、各主ロープ９から開離されているので、各
主ロープ９の移動に伴って回転されることはない。
【００７４】
　この後、かご１０が目的階に到達すると、制御装置１４の制御により、各制動装置２８
の電磁コイルへの通電、及びアーム回動装置７６の電磁コイル８７への通電がそれぞれ停
止される。これにより、各制動装置２８の制動体が開離位置から接触位置へ変位され、第
２のロープ挟み体７３が解放位置から作動位置へ変位される。これにより、各主ロープ９
に制動力が与えられる。
【００７５】
　このようなエレベータのロープブレーキ装置では、各主ロープ９に接触して第１のロー
プ挟み体７２に各主ロープ９を押圧する作動位置と、各主ロープ９から開離される解放位
置との間で第２のロープ挟み体７３が変位されるようになっており、第２のロープ挟み体
７３が作動位置にあるときに各第２のローラ２４の回転を制動することにより、各主ロー
プ９の移動を制動するようになっているので、第１のローラ２２及び第２のローラ２４を
回転させながら各主ロープ９の移動を制動することができ、各主ロープ９が第１のローラ
２２及び第２のローラ２４に対して摺動することを防止することができる。これにより、
ロープブレーキ装置１２の各主ロープ９に与える制動力の大きさを安定させることができ
、ランニングコストの低減化も図ることができる。また、第２のロープ挟み体７３が各主
ロープ９を第１のロープ挟み体７２に押圧し続けることを防止することができるので、各
主ロープ９、第１のロープ挟み体７２及び第２のロープ挟み体７３のそれぞれのダメージ
（損傷）をさらに小さくすることができる。
【００７６】
　また、ロープ挟み体変位装置７４は、制御装置１４からの指令に基づいて、作動位置と
解放位置との間で第２のロープ挟み体７３を変位させるようになっているので、エレベー
タの運転に合わせてロープブレーキ装置の動作を制御することができる。これにより、例
えば、ロープブレーキ装置の制動動作によって巻上機３に負荷を与えることを防止するこ
とができる。
【００７７】
　実施の形態４．
　図７は、この発明の実施の形態４によるエレベータのロープブレーキ装置を示す平断面
図である。図において、支持体１３には、各主ロープ９を挟むためのロープ挟み装置９１
が設けられている。ロープ挟み装置９１は、第１のロープ挟み体９２と、各主ロープ９に
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接触して第１のロープ挟み体９２に各主ロープ９を押圧する作動位置と各主ロープ９から
開離される解放位置との間で変位可能な第２のロープ挟み体９３と、作動位置と解放位置
との間で第２のロープ挟み体９３を変位させるロープ挟み体変位装置９４とを有している
。なお、図７には、第２のロープ挟み体９３が作動位置にあるときのロープブレーキ装置
を示している。
【００７８】
　ロープ挟み体変位装置９４は、一方の対向部１６と他方の対向部１７との間に配置され
ている。また、ロープ挟み体変位装置９４は、第２のロープ挟み体９３とともに変位され
る可動体９５と、可動体９５を変位させる電磁開閉装置９６とを有している。
【００７９】
　可動体９５は、電磁開閉装置９６に対向するアーマチュア９７と、アーマチュア９７に
固定され、かつ第１のロープ挟み体９２側に凹部９８が設けられた取付部９９とを有して
いる。電磁開閉装置９６は、第２のロープ挟み体９３が作動位置へ変位される方向へ可動
体９５を付勢する複数のばね（付勢体）１００と、各ばね１００に逆らって、第２のロー
プ挟み体９３が解放位置へ変位される方向へ可動体９５を変位させる電磁マグネット１０
１とを有している。
【００８０】
　電磁マグネット１０１は、電磁コイル１０２を有している。電磁マグネット１０１は、
電磁コイル１０２への通電により、アーマチュア９７を吸引する電磁吸引力を発生するよ
うになっている。電磁コイル１０２への通電及び通電の停止は、制御装置１４により制御
される。また、第２のロープ挟み体９３は、電磁コイル１０２への通電により解放位置へ
変位され、電磁コイル１０２への通電の停止により作動位置へ変位される。
【００８１】
　第１のロープ挟み体９２は、支持体１３に回転自在に設けられた第１の回転軸２１と、
第１の回転軸２１に固定された第１のローラ２２とを有している。第１の回転軸２１及び
第１のローラ２２は、第１の回転軸２１の軸線を中心として一体に回転されるようになっ
ている。
【００８２】
　第２のロープ挟み体９３は、一部が凹部９８内に配置された状態で、可動体９５に設け
られている。また、第２のロープ挟み体９３は、可動体９５に回転自在に設けられた第２
の回転軸２３と、第２の回転軸２３に固定された第２のローラ２４とを有している。第２
の回転軸２３及び第２のローラ２４は、第２の回転軸２３の軸線を中心として一体に回転
されるようになっている。
【００８３】
　第１のローラ２２の外周部には、第１のローラ２２の回転方向へ延びる複数本の第１の
ロープ溝２６が設けられている。また、第２のローラ２４の外周部には、第２のローラ２
４の回転方向へ延びる複数本の第２のロープ溝２７が設けられている。
【００８４】
　各主ロープ９は、第２のロープ挟み体９３が作動位置にあるときに、第１のロープ溝２
６及び第２のロープ溝２７のそれぞれに挿入された状態で、第１のローラ２２と第２のロ
ーラ２４との間に挟まれるようになっている。第２のロープ挟み体９３が作動位置にある
ときには、第１のローラ２２及び第２のローラ２４と各主ロープ９との間に摩擦力が発生
している。また、第２のロープ挟み体９３が作動位置にあるときには、第１のローラ２２
及び第２のローラ２４は、各主ロープ９の移動に伴って各主ロープ９に接触しながら回転
されるようになっている。
【００８５】
　各主ロープ９は、第２のロープ挟み体９３が解放位置へ変位されると、各第２のローラ
２４からだけでなく、第１のローラ２２からも開離されるようになっている。即ち、第２
のロープ挟み体９３が解放位置にあるときには、各主ロープ９から第１のローラ２２及び
第２のローラ２４への力の伝達が遮断されるようになっている。なお、各主ロープ９は、
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第２のロープ挟み体９３の位置にかかわらず、第１のローラ２２に常時接触するようにな
っていてもよい。
【００８６】
　一方の対向部１６と第１のローラ２２との間には、第１の回転軸２１及び第１のローラ
２２の回転を制動する制動装置１０３が設けられている。即ち、第１のローラ２２は、制
動装置１０３によって制動される制動ローラとされている。制動装置１０３は、第１のロ
ーラ２２に固定された摺動板（回転体）１０４と、摺動板１０４に接触する制動体１０５
と、制動体１０５を摺動板１０４に押圧するための押圧装置１０６とを有している。
【００８７】
　押圧装置１０６は、制動体１０５を摺動板１０４に押圧する押圧力を発生する複数の押
しばね（付勢体）１０７と、一方の対向部１６に設けられ、各押しばね１０７の押圧力の
大きさを調整するための複数の調整ボルト１０８とを有している。各押しばね１０７の押
圧力の大きさは、各調整ボルト１０８の一方の対向部１６に対する螺合量の調整により調
整されるようになっている。
【００８８】
　制動体１０５は、各押しばね１０７が収容されるばね収容溝１０９が設けられた制動体
本体１１０と、制動体本体１１０に設けられ、摺動板１０４に接触する摩擦部材１１１と
を有している。制動体１０５は、摺動板１０４に接触しながら、押圧装置１０６によって
常時押圧されている。これにより、摺動板１０４と摩擦部材１１１との間には、摩擦力が
常時発生している。第１の回転軸２１及び第１のローラ２２の回転は、摺動板１０４と摩
擦部材１１１との間に発生する摩擦力により制動される。なお、摺動板１０４と摩擦部材
１１１との間に発生する摩擦力の大きさは、各調整ボルト１０８の螺合量の調整により、
第１のローラ２２及び第２のローラ２４と各主ロープ９との間に発生する摩擦力の大きさ
よりも小さくされている。他の構成は実施の形態１と同様である。
【００８９】
　次に、動作について説明する。第１のローラ２２に固定された摺動板１０４には、制動
体１０５が押圧装置１０６により常時押圧されている。これにより、第１の回転軸２１及
び第１のローラ２２には、制動力が常時与えられている。
【００９０】
　かご１０が停止しているときには、制御装置１４の制御により、電磁コイル１０２への
通電が停止されている。このときの第２のロープ挟み体９３は、作動位置に変位されてい
る。これにより、各主ロープ９には、制動力が与えられている。
【００９１】
　かご１０の移動が開始されるときには、制御装置１４の制御により、電磁コイル１０２
への通電が行われる。これにより、第２のロープ挟み体９３は、各ばね１００の付勢力に
逆らって、作動位置から解放位置へ変位される。これにより、第１のロープ挟み体９２及
び第２のロープ挟み体９３は各主ロープ９から開離され、各主ロープ９に与えられる制動
力が解除される。この後、第１のローラ２２及び第２のローラ２４が各主ロープ９から開
離されたまま、かご１０が昇降路１内を移動される。
【００９２】
　この後、かご１０が目的階に到達すると、制御装置１４の制御により、電磁コイル１０
２への通電が停止される。これにより、第２のロープ挟み体９３が解放位置から作動位置
へ変位される。これにより、各主ロープ９が第１のローラ２２に押し付けられ、各主ロー
プ９に制動力が与えられる。
【００９３】
　このように、制動体１０５を摺動板１０４に常時接触させることにより、第１のローラ
２２の回転を常時制動するようにしたので、制動体１０５を動作させるための機構をなく
すことができ、制動装置１０３の構造を簡単にすることができる。また、制動装置１０３
の保守点検作業も容易にすることができる。
【００９４】
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　また、第１のローラ２２と摺動板１０４とを一体にしたので、部品点数をさらに少なく
することができ、第１のロープ挟み体９２及び制動装置１０３の構造をさらに簡単にする
ことができる。
【００９５】
　なお、上記の例では、第１のローラ２２のみが制動ローラとされているが、第２の制動
ローラ２４のみを制動ローラとしてもよい。
【００９６】
　また、上記の例では、制動体１０５が接触する回転体が摺動板１０４とされているが、
回転体を環状のドラムとしてもよい。この場合、ドラムに接触する制動体、及び制動体を
ドラムに押圧する押圧装置は、ドラムの内側に配置される。
【００９７】
　実施の形態５．
　図８は、この発明の実施の形態５によるエレベータのロープブレーキ装置を示す平断面
図である。なお、図８には、第２のロープ挟み体９３が作動位置にあるときのロープブレ
ーキ装置を示している。図において、第２の回転軸２３の一部は、突出軸部２３ａとして
一方の対向部１６から支持体１３の外側へ突出している。突出軸部２３ａには、第２の回
転軸２３の回転を制動するための制動装置１２１が設けられている。即ち、第２のローラ
２４は、制動装置１２１によって制動される制動ローラとされている。制動装置１２１と
一方の対向部１６との間には、突出軸部２３ａが通された取付部材１２２が配置されてい
る。取付部材１２２は、一方の対向部１６に固定されている。
【００９８】
　制動装置１２１は、突出軸部２３ａと一体に回転される回転体１２３と、回転体１２３
と取付部材１２２との間に配置され、回転体１２３が接触する摺動板（制動体）１２４と
、回転体１２３を摺動板１２４に押圧する押圧装置１２５とを有している。制動装置１２
１は、支持体１３及び取付部材１２２に対して、第２のロープ挟み体９３とともに変位さ
れるようになっている。
【００９９】
　回転体１２３と突出軸部２３ａとの間には、第２の回転軸２３の軸線方向へ延びるキー
１２６が配置されている。これにより、回転体１２３は、突出軸部２３ａに対して、第２
の回転軸２３の軸線方向については変位可能とされ、回転体１２３の回転方向については
固定されている。
【０１００】
　摺動板１２４は、突出軸部２３ａが中央部を通された円板である。摺動板１２４の外周
部には、第２のロープ挟み体９３が変位される方向へ延びる複数のボルト通し長穴１２７
が設けられている。各ボルト通し長穴１２７には、取付部材１２２に取り付けられた複数
のストッパボルト１２８が通されている。これにより、摺動板１２４は、取付部材１２２
に対して、ボルト通し長穴１２７の長さ方向については変位可能になっており、摺動板１
２４の周方向については固定されている。
【０１０１】
　押圧装置１２５は、突出軸部２３ａと一体に回転されるようになっている。また、押圧
装置１２５は、回転体１２３が摺動板１２４に押圧される方向へ回転体１２３を付勢する
皿ばね（付勢体）１２９と、皿ばね１２９が突出軸部２３ａから外れることを防止するた
めの外れ防止板１３０とを有している。皿ばね１２９は、外れ防止板１３０と回転体１２
３との間で縮められている。
【０１０２】
　回転体１２３は、回転体本体１３１と、回転体本体１３１に設けられ、摺動板１２４に
接触する摩擦部材１３２とを有している。回転体１２３は、摺動板１２４に接触しながら
、押圧装置１２５によって摺動板１２４に常時押圧されている。これにより、摺動板１２
４と摩擦部材１３２との間には、摩擦力が常時発生している。第２の回転軸２３及び第２
のローラ２４の回転は、摺動板１２４と摩擦部材１３２との間に発生する摩擦力により制
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動される。なお、摺動板１２４と摩擦部材１３２との間に発生する摩擦力の大きさは、第
１のローラ２２及び第２のローラ２４と各主ロープ９との間に発生する摩擦力の大きさよ
りも小さくされている。他の構成及び動作は実施の形態４と同様である。
【０１０３】
　このように、第１のローラ２２の回転を制動装置１０３により常時制動するとともに、
第２のローラ２４の回転を制動装置１２１により常時制動するようにしたので、各主ロー
プ９に与える制動力の大きさを制動装置１０３及び制動装置１２５で分担することができ
、制動装置１０３及び制動装置１２１のそれぞれを小形化することができる。
【０１０４】
　なお、各上記実施の形態では、制御装置１４によるロープブレーキ装置の制御は、かご
１０の通常停止時にのみ、各主ロープ９の移動を制動するようになっているが、例えばか
ご１０の落下を阻止するための非常止め装置が動作したとき等の非常時に、各主ロープ９
の移動を制動するようにしてもよい。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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